
 

 

厚生労働省発医政1224第17号 

令 和 ２ 年 1 2 月 2 4 日 

 

   各 都 道 府 県 知 事  殿 

 

 

                       厚生労働事務次官 

                                            （ 公 印 省 略 ） 

 

 

医療施設等災害復旧費の国庫補助について 

 

 

 標記の国庫補助金の交付については、平成７年３月１日厚生省発健政第２２

号厚生事務次官通知の別添「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」（以下「交

付要綱」という。）により行われているところであるが、今般、交付要綱の一

部が別紙新旧対照表のとおり改正され、令和２年12月24日から適用することと

されたので通知する。           
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医療施設等災害復旧費補助金交付要綱 
  

 

厚 生 省 発 健 政 第 ２ ２ 号 

平 成 ７ 年 ３ 月 １ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政第 0216004 号 

平 成 １ ６ 年 ２ 月 １ ６ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政第 0204011 号 

平 成 １ ７ 年 ２ 月 ４ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政第 0307002 号 

平 成 １ ８ 年 ３ 月 ７ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政第 0312007 号 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 １ ２ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政 0526 第 12 号 

平 成 ２ ３ 年 ５ 月 ２ ６ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政 1209 第 5 号 

平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ９ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政 0116 第 5 号 

平 成 ２ ６ 年 １ 月 １ ６ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政 1204 第 3 号 

平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 ４ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政０９３０第１号 

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 ３ ０ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政０６０２第２号 

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ 日 
 

一部改正厚生労働省発医政０３３０第１３号 

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日 
 

一 部 改 正 厚 生 労 働 省 発 医 政 ０ ３ １ ０ 第 １ ０ 号 

令 和 ２ 年 ３ 月 １ ０ 日 

 

一 部 改 正 厚 生 労 働 省 発 医 政 1 2 2 4 第 1 7 号 

令 和 ２ 年 1 2 月 2 4 日 
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医療施設等災害復旧費補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

１ 医療施設等災害復旧費補助金については、予算の範囲内において交付するも

のとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０ 

年政令第２５５号）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年
厚生省

労働省令 

第６号）の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の対象） 

２ この補助金は、次に掲げる施設であって暴風、洪水、高潮、地震、その他の

異常な天然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協

議して内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領（昭

和５９年９月７日蔵計２１５０）に基づき承認を得た災害復旧事業に要する費

用を交付の対象とする。 

なお、交付の対象となる異常な天然現象の範囲は公共土木施設災害復旧事業

査定方針（昭和３２年７月１５日建河発第３５１号建設省河川局長通知）第２及

び第３の第１項に準じて取り扱うものとする。 

 

（１）医療機関施設 

ア 公的医療機関施設 

都道府県、市町村若しくは地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８

４条第１項に規定する一部事務組合（以下「市町村等」という。）、国民健

康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法（昭和３３年法律第１９３

号）第２条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤

十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社

会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所 

 

イ ヘき地診療所 

平成１３年５月１６日医政発第５２９号厚生労働省医政局長通知「へき地

保健医療対策事業について」（以下「へき地保健医療対策実施要綱」という。）

に基づき、都道府県、市町村等、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生

会、全国厚生農業協同組合連合会、社会福祉法人北海道社会事業協会、医療

法人、学校法人、社会福祉法人、医療生活協同組合及びその他厚生労働大臣

が認める者の設置するへき地診療所（医師及び看護師住宅を含む。 
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ウ 政策医療実施機関施設（公的医療機関施設を除く。） 

（ア）救命救急センタｰ 

昭和５２年７月６日医発第６９２号厚生省医務局長通知「救急医療対策

の整備事業について」（以下「救急医療対策事業実施要綱」という。）に

基づき、都道府県知事の要請を受けた病院の開設者の設置する救命救急セ

ンター（国、独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０

３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）若しく

は国立大学法人（国立大学法人法(平成１５年法律第１１２号）第２条第１

項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。）又は医療法（昭和２３年

法律第２０５号）第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除

く。） 

 

（イ）病院群輪番制病院及び共同利用型病院 

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県知事又は市町村長若

しくは地方自治法第２８４条第１項に規定する一部事務組合の管理者の要

請を受けた病院の開設者の設置する病院群輪番制病院及び共同利用型病院

（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各

号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（ウ）救急告示病院 

救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第２条に基づき、

都道府県知事が認定した救急病院であって、平成２４年３月３０日医政発

第０３３０第２８号厚生労働省医政局長通知「医療計画について」に基づ

き、都道府県が定める医療計画において、第二次救急医療を実施している

病院（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１

項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（エ）在宅当番医制病院 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用市町村に所在する病院

であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により休

日・夜間における診療等を実施している病院（国、独立行政法人若しくは

国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するもの

を除く。） 

 

（オ）在宅当番医制診療所 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用市町村に所在する診療

所であって、地方公共団体の委託等により地区医師会毎に在宅当番により

休日・夜間における診療等を実施している診療所（国、独立行政法人若し

くは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置する
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ものを除く。） 

 

（カ）在宅当番医制歯科診療所 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用市町村に所在する歯科

診療所であって、地方公共団体の委託等により地区歯科医師会毎に在宅当

番により休日・夜間における歯科診療を実施している歯科診療所（国、独

立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げ

る者の設置するものを除く。） 

 

（キ）休日夜間急患センター 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用市町村に所在する休日

夜間急患センターであって、「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、市

町村が行う（委託を含む）休日夜間急患センター（国、独立行政法人若し

くは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置する

ものを除く。） 

 

（ク）休日等歯科診療所 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用市町村に所在する歯科

診療所であって、地方公共団体が休日・夜間における診療又は心身障害者

（児）に対する診療を行う（地方公共団体からの委託等により行う場合を

含む）歯科診療所（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第

７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（ケ）時間外診療実施診療所 

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）の適用市町村に所在する診療

所であって、平成２８年３月４日保医発第０３０４第１号厚生労働省保険

局医療課長及び同局歯科医療管理官通知「基本診療料の施設基準等及びそ

の届出に関する手続きの取扱いについて」により、時間外対応加算１、２

及び３に関する施設基準の届出を地方厚生（支）局に行っている診療所（国、

独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲

げる者の設置するものを除く。） 

 

（コ）災害拠点病院 

平成２１年３月３０日医政発第０３３０００７号厚生労働省医政局長通

知「災害医療対策事業等の実施について」に基づき、都道府県又は都道府

県知事の要請を受けた災害拠点病院で厚生労働大臣が適当と認める開設者

の設置する災害拠点病院（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医

療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 
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（サ）へき地医療拠点病院 

「へき地保健医療対策実施要綱」に基づき、都道府県知事の指定を受け

た病院の開設者の設置するへき地医療拠点病院（国、独立行政法人若しく

は国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するも

のを除く。） 

 

（シ）周産期母子医療センター 

平成２２年１月２６日医政発０１２６第１号厚生労働省医政局長通知

「周産期医療の確保について」の別添２「周産期医療体制整備指針」に基

づき、都道府県が指定する総合周産期母子医療センター又は認定する地域

周産期母子医療センター（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医

療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（ス）小児救急医療拠点病院 

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県又は都道府県知事の

要請を受けた病院の開設者の設置する小児救急医療拠点病院（国、独立行

政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者

の設置するものを除く。） 

 

（セ）在宅医療実施病院 

平成２４年３月３０日医政発第０３３０第２８号厚生労働省医政局長通

知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、

居宅等における医療（在宅医療）を実施している病院（国、独立行政法人

若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置

するものを除く。） 

 

（ソ）在宅医療実施診療所 

平成２４年３月３０日医政発第０３３０第２８号厚生労働省医政局長通

知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、

居宅等における医療（在宅医療）を実施している診療所（国、独立行政法

人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設

置するものを除く。） 

 

（タ）在宅医療実施歯科診療所 

平成２４年３月３０日医政発第０３３０第２８号厚生労働省医政局長通

知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、

居宅等における医療（在宅医療）を実施している歯科診療所（国、独立行

政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者

の設置するものを除く。） 
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（チ）がん医療実施診療所 

平成２４年３月３０日医政発第０３３０第２８号厚生労働省医政局長通

知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、

がん医療を実施している診療所（国、独立行政法人若しくは国立大学法人

又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（ツ）脳卒中医療実施病院 

平成２４年３月３０日医政発第０３３０第２８号厚生労働省医政局長通

知「医療計画について」に基づき、都道府県が定める医療計画において、

脳卒中医療を実施している病院（国、独立行政法人若しくは国立大学法人

又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（テ）腎移植施設 

昭和５５年１１月４日医発第１１０５号厚生省医務局長通知「腎移植施

設の整備事業について」に基づき、厚生労働大臣が適当と認める者の設置

する腎移植施設（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法第７

条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（ト）老人デイケア施設 

昭和５７年１月２２日医発第８５号厚生省医務局長通知「老人デイケア

施設の整備事業について」に基づき、厚生労働大臣が指定する者の設置す

る老人デイケア施設（国、独立行政法人若しくは国立大学法人又は医療法

第７条の２第１項各号に掲げる者の設置するものを除く。） 

 

（ナ）共同利用施設 

昭和５９年１０月２５日健政発第２６３号厚生省健康政策局長通知「共

同利用施設及び地域医療研修センターの整備について」に基づき、厚生労

働大臣が適当と認める者の設置する共同利用施設（国、独立行政法人若し

くは国立大学法人又は医療法第７条の２第１項各号に掲げる者の設置する

ものを除く。） 

 

（２）医療関係者養成所施設 

ア 看護師等養成所 

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若

しくは国民健康保険団体連合会、私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）

第３条の規定により設立された法人（以下「学校法人」という。）若しくは

同法第６４条第４項の規定により設立された法人（以下「準学校法人」とい
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う。）、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年

法律第４９号）第２条の規定により認定を受けた公益法人及び旧民法第３４

条の規定により設立された法人（以下「旧民法法人等」という。）又は医療

法第３９条の規定により設立された法人（以下「医療法人」という。）の設

置する保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１９条、第２

０条、第２１条又は第２２条の規定による指定を受けることのできる保健

師、助産師、看護師及び准看護師の学校及び養成所（学校教育法（昭和２２

年法律第２６号）第１条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は

医療法人の設置するものにあっては、同法第１２４条に規定する専修学校又

は同法第１３４条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに

限る。（なお、助産師養成所及び看護師養成所２年課程（通信制）にあって

はこの限りではない。）） 

 

イ 理学療法士等養成所 

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若

しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人

等又は医療法人の設置する理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第

１３７号）第１１条又は第１２条の規定による指定を受けることのできる理

学療法士又は作業療法士の学校及び養成所（学校教育法第１条に規定する学

校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の設置するものにあっては、

同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第１３４条に規定する各種学

校の認可を受けることのできるものに限る。） 

 

ウ 救急救命士養成所 

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若

しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人

等又は医療法人の設置する救急救命士法（平成３年法律第３６号）第３４条

の規定による指定を受けることのできる救急救命士の学校及び養成所（学校

教育法第１条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療法人の

設置するものにあっては、同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第１

３４条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限る。） 

 

エ 歯科衛生士養成所 

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若

しくは国民健康保険団体連合会、学校法人若しくは準学校法人、旧民法法人

等又は医療法人の設置する歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号）第１



 

 - 8 - 

２条の規定による指定を受けることのできる歯科衛生士の学校及び養成所

（学校教育法第１条に規定する学校を除く。ただし、旧民法法人等又は医療

法人の設置するものにあっては、同法第１２４条に規定する専修学校又は同

法第１３４条に規定する各種学校の認可を受けることのできるものに限

る。） 

 

（３）研修施設 

ア 地域医療研修センター 

平成１０年６月１１日健政発第７２８号厚生省健康政策局長通知「地域医

療研修施設の整備について」に基づき、医科大学若しくは大学医学部の附属

病院（国立大学法人の開設したものを除く。以下同じ。）又は臨床研修病院

（営利法人又は個人の設立した病院を除く。）の開設者の設置する地域医療

研修センター 

 

イ 研修医のための研修施設 

平成６年６月２３日健政発第４９５号厚生省健康政策局長通知「研修医の

ための研修施設整備事業の実施について」に基づき、医科大学若しくは大学

医学部の附属病院、歯科大学若しくは大学歯学部の附属病院（国立大学法人

の開設したものを除く。）又は臨床研修病院の開設者の設置する研修医のた

めの研修施設 

 

（４）病院内保育所 

日本赤十字社、社会福祉法人、全国厚生農業協同組合連合会、健康保険組

合若しくはその連合会、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険組合、

共済組合若しくはその連合会、公益法人、一般社団法人、一般財団法人又は

医療法人等の設置する病院内保育所 

 

（５）看護師宿舎 

都道府県、市町村等、日本赤十字社、全国厚生農業協同組合連合会、社会

福祉法人、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会、国民健康保険組合若

しくは国民健康保険団体連合会又は厚生労働大臣が適当と認める者の設置す

る看護師宿舎 

 

（６）救急医療情報センタｰ 

「救急医療対策事業実施要綱」に基づき、都道府県の設置する救急医療情

報センター 
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（交付額の算定方法） 

３ この補助金の交付額は、次により算出された額とする。ただし、施設ごとに

算出された額が１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる

ものとする。 

（１）別表の第１欄に定める区分ごとに、同表の第２欄に定める基準額と第３欄

に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定す

る。 

（２）（１）により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除し

た額とを比較して少ない方の額に別表の第４欄に規定する補助率を乗じて得

た額の合計額を交付額とする。 

 

（交付の条件） 

４ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業の内容の変更（次に掲げるものに限る。）をする場合には、厚生労働

大臣の承認を受けなければならない。 

ア 建物の設置場所の変更（設置予定敷地内における設置場所の変更で機能

を著しく変更しないものを除く。） 

イ 建物の規模、構造又は用途の変更（機能を著しく変更しないものを除く。） 

（２）事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生労働大臣の承認を受けなけれ

ばならない。 

（３）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合

には、速やかに、厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。 

（４）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業に

より取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円（民間団体にあっては

３０万円）以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により

厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受け

ないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。 

（５）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合

には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を

図らなければならない。 

（７）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。 

ア 補助事業者が地方公共団体の場合 

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第１号様式に

よる調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について、証拠書

類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止
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又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の

終了後５年間保管しておかなければならない。 

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合 

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確

定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた

日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

（８）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円

の場合を含む。）は、第５号様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日

の属する年度の翌々年度６月３０日までに厚生労働大臣に報告しなければな

らない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又

は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部

の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕

入控除税額を国庫に返還しなければならない。 

（９）この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金を受け

てはならない。 

 

（申請手続） 

５ この補助金の交付申請は、毎年度別途指示する期日までに、第２号様式によ

る申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

６ 厚生労働大臣は、５による申請書が到達した日から起算して原則として２月

以内に交付の決定を行うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

７ 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額

の範囲内において概算払をすることができる。 

 

（実績報告） 

８ この補助金の事業実績報告は、事業完了の日（４の（２）により事業の中止

又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認の通知を受理した日）から１か月

を経過した日又は当該年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、第

３号様式による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。 

なお、事業が当該年度と当該年度の翌年度にわたるときは、この補助金の交
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付決定に係る国の会計年度の翌年度の４月１０日までに、第４号様式による年

度終了実績報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

９ 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分に

ついて国庫に返還することを命ずる。 

 

（その他） 

10 特別の事情により、３、５及び８に定める算定方法及び手続によることがで

きない場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて、その定めるところ

によるものとする。 

なお、この補助金について、精算交付申請を行う場合は、毎年度において別

途指示する期日までに、第３号様式に準じた書面を厚生労働大臣に提出して行

うものとする。 
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（別表） 

１ 区 分 ２ 基 準 額 ３ 対 象 経 費 ４補助率 

 

医療機関施設 

公的医療機関 

施設 

 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

 

(1) 病院の診療棟、病棟、管

理棟、サービス棟等の被災 

部分の災害復旧に要する

工事費又は工事請負費 

(2) 診療所の診察室、処置室、

薬剤室、エックス線室等の

被災部分の災害復旧に要

する工事費又は工事請負

費 

(3) 病院・診療所の建物と一

体として復旧を行う必要

のある医療用設備 

(4) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

 

２分の１ 

(激甚災害に対処するため

の特別の財政援助等に関

する法律(昭和 37 年法律

第 150 号｡以下｢激甚法｣と

いう｡)第 2条第 1項の規定

により指定された激甚災

害により被災した医療機

関又は東日本大震災に対

処するための特別の財政

援助及び助成に関する法

律(平成 23年法律第 40号｡

以 下 ｢東 日 本 大 震 災 財 特

法｣という｡)第 46 条第 2

項第 1 号に規定する公的

医療機関であって同法第

2 条に規定する東日本大

震災により被災した公的

医療機関にあっては 3 分

の 2)  

 

へき地診療所 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

へき地診療所として必要

な次の各部門の被災部分の

災害復旧に要する工事費又

は工事請負費 

(1) 診療所 

ア 診察室、処置室、薬剤

室､エックス線室、暗室、

待合室、看護師居室、玄

関、廊下等  

イ  建物と一体として復

旧を行う必要のある医

療用設備 

ウ 医療機器 

（1 品につき 500,000 円

 

２分の１ 
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を超えるもの。） 

（激甚法第 2条第 1項の規定により指定された激甚災

害により被災した場合に限る。） 

 (2) 医師住宅 

 (3) 看護師住宅 

 

政策医療実施機関施設 

救命救急センター 

 

 

769,100 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

 

救命救急センターとして

必要な次の各部門の被災部

分の災害復旧に要する工事

費又は工事請負費 

 

(1) 病 棟 

（病室、ＩＣＵ、ＣＣＵ、

病棟記録室、処置室、診察

室､患者食堂、リネン室、

バルコニー、廊下、便所、

暖冷房、附属設備等） 

(2) 診療棟 

（検査室、照射室、操作室､

手術室、回復室、準備室、

浴室、診察室、廊下、待合

室、便所、暖冷房、附属設

備等） 

(3) その他 

（事務室、機械室、自家発

電室等） 

(4) ヘリポート 

(5) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(6) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

 

２分の１ 

 

病院群輪番制病院 

及び共同利用型病 

院 

 

80,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

 

病院群輪番制病院又は共

同利用型病院として必要な

次の各部門の被災部分の災

 

２分の１ 
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場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

害復旧に要する工事費又は

工事請負費 

(1) 診察室、処置室、手術室、

薬剤室､エックス線室、検査

室、待合室、仮眠室、病室

（救急専用病室）、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

救急告示病院 

 

80,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

救急告示病院として必要

な次の各部門の被災部分の

災害復旧に要する工事費又

は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、手術室、

薬剤室､エックス線室、検査

室、待合室、仮眠室、病室

（救急専用病室）、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

在宅当番医制病院 

 

80,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

 

在宅当番医制病院として

必要な次の各部門の被災部

分の災害復旧に要する工事

費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、薬剤室､

 

２分の１ 
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した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

エックス線室、検査室、待

合室、仮眠室、病室、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

在宅当番医制診療

所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

在宅当番医制診療所とし

て必要な次の各部門の被災

部分の災害復旧に要する工

事費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、薬剤室､

エックス線室、検査室、待

合室、仮眠室、病室、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

在宅当番医制歯科

診療所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

在宅当番医制歯科診療所

として必要な次の各部門の

被災部分の災害復旧に要す

る工事費又は工事請負費 

(1) 診察室、技工室、エック

ス線室、待合室、仮眠室、

便所、玄関、廊下、暖冷房、

附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

 

２分の１ 
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(3) 医療機器 

（1 品につき 100,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

休日夜間急患セン

ター 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

休日夜間急患センターと

して必要な次の各部門の被

災部分の災害復旧に要する

工事費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、薬剤室､

エックス線室、検査室、事

務室、待合室、仮眠室、病

室、便所、玄関、廊下、暖

冷房、附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

休日等歯科診療所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

休日等歯科診療所として

必要な次の各部門の被災部

分の災害復旧に要する工事

費又は工事請負費 

(1) 診察室、技工室、エック

ス線室、事務室、待合室、

仮眠室、便所、玄関、廊下、

暖冷房、附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 100,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。）  

 

 

２分の１ 
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時間外診療実施診

療所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

時間外診療実施診療所と

して必要な次の各部門の被

災部分の災害復旧に要する

工事費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、薬剤室､

エックス線室、検査室、待

合室、仮眠室、病室、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

災害拠点病院 

 

(1)基幹災害拠点病

院 

677,268 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

(2)地域災害拠点病

院 

447,449 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

災害拠点病院として必要

な次の各部門の被災部分の

災害復旧に要する工事費又

は工事請負費 

(1) 病 棟 

（病室、ＩＣＵ、ＣＣＵ、

病棟記録室、処置室、診察

室､患者食堂、リネン室、

バルコニー、廊下、便所、

暖冷房、附属設備等） 

(2) 診療棟 

（検査室、照射室、操作室､

手術室、回復室、準備室、

浴室、診察室、廊下、待合

室、便所、暖冷房、附属設

備等） 

(3) その他 

（事務室、機械室、自家発

電室等） 

 (4) ヘリポート、備蓄倉庫、

受水槽 

 

２分の１ 
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 (5) 建物と一体として復旧

を行う必要のある医療用設

備 

(6) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

へき地医療拠点病

院 

 

229,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

へき地医療拠点病院とし

て必要な次の各部門の被災

部分の災害復旧に要する工

事費又は工事請負費 

(1) 検査、放射線、手術部門 

（検査室、照射室、操作室、

手術室、回復室、準備室、

浴室、廊下、便所、附属設

備等） 

(2) 病 棟 

（病室、診療室、処置室、

記録室、患者食堂、リネン

室、バルコニー、廊下、便

所、暖冷房、附属設備等） 

(3) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(4) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

周産期母子医療セ

ンター 

 

83,300 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

母体・胎児集中治療管理室

として必要な部門の被災部

分の災害復旧に要する工事

費又は工事請負費 

(1) 周産期専用病棟 

（病室、記録室、リネン室、

バルコニー、廊下、便所等） 

(2) 医療機器 

 

２分の１ 



 

 - 19 - 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

小児救急医療拠点

病院 

 

28,155 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

小児救急医療拠点病院と

して必要な次の各部門の被

災部分の災害復旧に要する

工事費又は工事請負費小児

専用病棟 

(1) 診察室、処置室、手術室、

薬剤室､エックス線室、検査

室、待合室、仮眠室、病室

（救急専用病室）、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備、研修室等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

在宅医療実施病院 

 

80,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

在宅医療実施病院として

必要な次の各部門の被災部

分の災害復旧に要する工事

費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、手術室、

薬剤室､エックス線室、検査

室、待合室、仮眠室、病室、

便所、玄関、廊下、暖冷房、

附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

 

２分の１ 
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より被災した場合に限る。） 

 

在宅医療実施診療

所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

在宅医療実施診療所とし

て必要な次の各部門の被災

部分の災害復旧に要する工

事費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、薬剤室､

エックス線室、検査室、待

合室、仮眠室、病室、便所、

玄関、廊下、暖冷房、附属

設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

在宅医療実施歯科

診療所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

在宅医療実施歯科診療所

として必要な次の各部門の

被災部分の災害復旧に要す

る工事費又は工事請負費 

(1) 診察室、技工室、エック

ス線室、待合室、仮眠室、

便所、玄関、廊下、暖冷房、 

附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 100,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

がん医療実施診療

所 

 

13,139 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

 

がん医療実施診療所とし

て必要な次の各部門の被災

部分の災害復旧に要する工

事費又は工事請負費 

 

２分の１ 
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に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

(1) 診察室、処置室、薬剤室、

エックス線室、検査室、が

ん治療室、待合室、仮眠室、

病室、便所、玄関、廊下、

暖冷房、附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

脳卒中医療実施病

院 

 

80,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

脳卒中医療実施病院とし

て必要な次の各部門の被災

部分の災害復旧に要する工

事費又は工事請負費 

(1) 診察室、処置室、ＩＣＵ、

ＳＣＵ、機能訓練室、手術

室、薬剤室､エックス線室、

検査室、待合室、仮眠室、

病室、便所、玄関、廊下、

暖冷房、附属設備等 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

腎移植施設 

 

44,300 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

腎移植施設として必要な

部門の被災部分の災害復旧

に要する工事費又は工事請

負費 

(1) 無菌手術室（機械室及び

附属設備を含む。） 

(2)医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

 

２分の１ 



 

 - 22 - 

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

老人デイケア施設 

 

165,200 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

老人デイケア施設として

必要な次の各部門の被災部

分の災害復旧に要する工事

費又は工事請負費 

(1) 機能訓練棟、診療棟（機

能訓練室、作業・理学療法

室、水治療室、電気・温熱

療法室、評価測定室、マッ 

サージ室、診療室、休養室、

待合室、リネン室、事務室、

職員控室、廊下、便所等） 

(2) 建物と一体として復旧を

行う必要のある医療用設備 

(3) 医療機器 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

共同利用施設 

 

388,900 千円 

(激甚法第 2 条第 1 項の規定により

指定された激甚災害により被災した

場合又は東日本大震災財特法第 2 条

に規定する東日本大震災により被災

した場合にあっては厚生労働大臣の

定める額) 

 

共同利用施設として必要

な次の各部門の被災部分の

災害復旧に要する工事費又

は工事請負費 

(1) 特殊診療棟 

（共同利用高額医療機器

設置に必要な特殊診療部

門及び建物と一体として

復旧を行う必要のある医

療用設備） 

 (2) 開放型病棟 

（病室、診察室、処置室、 

患者食堂、リネン室、バル

コニー、廊下、便所、暖冷 

房、附属設備等） 

(3) 医療機器 

 

２分の１ 
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（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

医療関係者養成所施設 

看護師等養成所 

 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

 

学校又は養成所（寄宿舎を

含む。）の被災部分の災害復

旧に要する事業費 

(1) 工事費又は工事請負費 

(2) 看護師等の養成に必要な

教材等の費用 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

 

２分の１ 

 

理学療法士等養成

所 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

学校又は養成所（寄宿舎を

含む。）の被災部分の災害復

旧に要する事業費 

(1) 工事費又は工事請負費 

(2) 理学療法士等の養成に必

要な教材等の費用 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

救急救命士養成所 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

学校又は養成所（寄宿舎を

含む。）の被災部分の災害復

旧に要する事業費 

(1) 工事費又は工事請負費 

(2) 救急救命士の養成に必要

な教材等の費用 

（1 品につき 500,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。）  

 

 

２分の１ 
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歯科衛生士養成所 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

学校又は養成所（寄宿舎を

含む。）の被災部分の災害復

旧に要する事業費 

(1) 工事費又は工事請負費 

(2) 歯科衛生士の養成に必要

な教材等の費用 

（1 品につき 100,000 円を

超えるもの。） 

（激甚法第 2 条第 1 項の規定により指定された激甚災害に

より被災した場合に限る。） 

 

２分の１ 

 

研 修 施 設 

地域医療研修セン

ター 

 

 

59,600 千円 

 

 

 

地域医療研修センターと

して必要な次の各部門の被

災部分の災害復旧に要する

工事費又は工事請負費 

(1) 図書、視聴覚部門 

（視聴覚室、図書閲覧室、

コピーサービス室、書庫） 

(2) カンファレンスルーム 

(3) 小講堂 

(4) 管理部門 

（管理室、ロッカールー

ム、廊下、便所等） 

(5) 地域情報部門 

（地域情報室、相談室） 

 

 

２分の１ 

 

研修医のための研

修施設 

 

198,700 千円 

 

研修棟として必要な次の

各部門の被災部分の災害復

旧に要する工事費又は工事

請負費 

講義室、討議室、図書・視 

聴覚部門（視聴覚室、図書閲 

覧室、コピーサービス室）、

仮眠室、管理部門（管理室、

ロッカールーム、廊下、便所

等）、倉庫等 

 

 

２分の１ 
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病院内保育所 

 

厚生労働大臣の定

める額 

 

病院内保育所の被災部分

の災害復旧に要する工事費

又は工事請負費 

 

２分の１ 

 

看護師宿舎 

 

既存面積（１人当  

た り ３ ３ ㎡ を 限    

度 ） × １ ／ ２ ×  

198,300 円 

 

病院の看護師宿舎の被災

部分の災害復旧に要する工

事費又は工事請負費 

 

２分の１ 

 

救急医療情報セン

ター 

 

13,100 千円 

 

救急医療情報センターと

して必要な次の各部門の被

災部分の災害復旧に要する

工事費又は工事請負費 

操作室、仮眠室、機械室、

便所、暖冷房、附属設備等 

 

２分の１ 

 


